
再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❶グリーンファイル一覧画面で、再提出するグリーンファイルの「書類一覧」の［編集］をクリックします。
❷提出書類一覧画面で、「再下請負通知書」のボタンをクリックします。

❶ ❷



再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❸

❹

❸再下請負通知書照会画面で、［編集］をクリックします。
❹再下請負通知書編集画面で、指導コメントがあった内容を修正します。
※各指導コメント内容の修正方法詳細は、該当項目のファイルでご確認下さい。
修正完了後、［確定］をクリックします。



再下請負通知書の編集手順

グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

❺確認ダイアログでチェックボックスを選択［確定］をクリックします。
※項目内容によっては不備となる可能性がありますので、チェックボックスの内容を確認の上［確定］をクリックして下さい。

❻［確定］をクリックします。
➐［書類提出］が緑色で表示されたら、［書類提出］をクリックします。
※表示されない場合は、クリック不要です。

➐

❺

❻



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

上記コメントは、主任技術者の設置状況に関する不備になります。
契約金額・建設業許可の取得状況によって、主任技術者の設置・専任義務等が発生します。詳細は下記チャート図をご確認下さい。

再下請負通知書の主任技術者の設置状況編集方法は次ページをご確認下さい。

【主任技術者の設置義務判断チャート図】

⑱主任技術者について 修正必須

項目 コメント

39.専任になってない 税込契約金額が4,500万以上ですので、主任技術者を専任に変更お願いします。

40.主任技術者
設置されてない

建設業の許可証の登録がある場合は、主任技術者の選定が必要です。
【税込契約金額が4,500万円未満ですので非専任の主任技術者を選定して下さい。
/税込契約金額が4,500万円以上ですので専任の主任技術者を選定して下さい。】

税込金額

建設業許可
不要

建設業許可
必要

建設業許可
必要

主任技術者
不要

主任技術者
必要(非専任)

主任技術者
必要(非専任)

主任技術者
必要(専任)

4500万円以上

500万円以上、
4500万円未満500万円未満

取得していない場合 取得している場合

こちらの状況で主任技術者を設置してい
る場合、他現場で専任の方が兼任してし
まうリスクがあります。
建設業法違反ではありませんが、人材・
人件費削減の観点からも、主任技術者
名を不要としていただくことを推奨します。

こちらの状況で主任技術者が設置されていない場合は、
「主任技術者設置されてない」という不備になります。
至急、非専任の主任技術者を設置して下さい。
また、専任の主任技術者を設置している場合、建設業法
違反ではありませんが、左記と同様の観点から、主任技術
者名を「非専任」としていただくことを推奨します。

こちらの状況で主任技術者が設置されていな
い場合は、「主任技術者設置されてない」とい
う不備になります。
また、非専任の主任技術者を設置している場
合、「専任になってない」という不備になります。
至急、専任の主任技術者を設置して下さい。



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

⑱主任技術者について 修正必須

【主任技術者となる作業員を登録する】

❶提出書類一覧画面で、「作業員名簿」のボタンをクリックします。
❷作業員名簿照会画面で、［作業員名簿登録］をクリックします。
❸従業員リストから主任技術者となる従業員を選択し、［追加 >］をクリックし、［次へ進む］ボタンをクリックします。
※従業員リストに該当の従業員が表示されない場合、あらかじめ従業員を新規登録してリストに追加しておく必要があります。

❹作業員役割登録画面で、主任技術者欄のチェックボックスをクリックし、［確定］をクリックします。

❶

❷

❹

❸



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

⑱主任技術者について 修正必須

【主任技術者を設定する】

❶再下請負通知書編集画面で、主任技術者とする作業員を選択します。
❷税込契約金額が4,500万円未満の場合は非専任を、税込契約金額が4,500万円以上の場合は専任を選択して下さい。
❸適正な資格内容を選択してください。
❹情報を入力後、［確定］をクリックします。

❶

❷

❸



グリーンサイト掲載内容修正マニュアル

⑱主任技術者について 修正必須

【主任技術者を設定する】※補足※

請負金額区分を選択した場合、選択した金額によって「専任」「非専任」が自動で反映されます。
変更は可能ですが、専任が適応される金額(4,500万円以上)で非専任に変更する場合、例外事例の選択と、事由を「専任特例1号」にした場合、
人員の配置を示す計画書の添付が必要となります。選択肢に適切な理由がない場合は、専任にするか金額を選択しなおしてください。
※専任特例がある場合でも、請負金額が4,500万円以上の場合は「専任になってない」の指摘になります。
その場合はお手数ですが、チェック部門に指摘の対象外とするようご連絡下さい。


